
 

高松市指定管理者制度運用基本指針の一部を改正する指針 

 

高松市指定管理者制度運用基本指針（平成１６年９月１３日施行）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 

高松市指定管理者制度運用基本指針 

 

平成１６年９月 

平成２６年４月（第２版） 

平成３１年４月（第３版） 

令和 ５年４月（第４版） 

 

高松市 

 

 

目 次 

Ⅰ～Ⅲ 略 

 

別紙 

１・２ 略 

 

 

 

 

高松市指定管理者制度運用基本指針 

 

平成１６年９月 

平成２６年４月（第２版） 

平成３１年４月（第３版） 

［新設］ 

 

高松市 

  

 

目 次 

Ⅰ～Ⅲ 略 

 

別紙 

１・２ 略 

 

 

 



 

Ⅰ 指定管理者制度について 略 

Ⅱ 指定管理者制度の円滑な運用を図るための基本的な事項 略 

Ⅲ 導入や選定に関する手続き 略 

１～３ 略 

 

４ 指定管理者の選定方法 

(１) 略 

 (２) 「市が申請者を指名する」方法（非公募） 

施設の性格や設置経緯・目的等により「公募」になじまない

特別な事情がある場合には、「公募」の方法によらず、特定の

者を指定管理者として指定することができる。なお、非公募の

場合は「募集要項」とはせずに、「選定要項」（規定する内容

は、「募集要項」の例による。）とする。また、非公募で実施

する際には理由を公表する。 

※ 略 

(３)・(４) 略 

 

５～１２ 略 

 

１３ 指定管理者制度における個人情報保護 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６

条第２項の規定に基づき、指定管理者は、取り扱う個人情報の漏え

い、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のため、必要

かつ適切な措置として定める「個人情報取扱特記事項」を締結し、

Ⅰ 指定管理者制度について 略 

Ⅱ 指定管理者制度の円滑な運用を図るための基本的な事項 略 

Ⅲ 導入や選定に関する手続き 略 

１～３ 略 

 

４ 指定管理者の選定方法 

(１) 略 

(２) 「市が申請者を指名する」方法（非公募） 

施設の性格や設置経緯・目的等により「公募」になじまない

特別な事情がある場合には、「公募」の方法によらず、特定の

者を指定管理者として指定することができる。なお、非公募の

場合は「募集要項」とはせずに、「選定要項」（規定する内容

は「募集要項」の例による）とする。 

 

※ 略 

(３)・(４) 略  

 

５～１２ 略 

 

１３ 指定管理者制度における個人情報保護 

高松市個人情報保護条例の該当規定により指定管理者は個人情

報の適正な管理のために必要な措置（指定管理者において個人情

報保護の規程を設けるなど）を講ずるよう、協定の内容として規

定する。 



 

遵守するよう、協定の内容として規定する。 

また、指定管理者は、「個人情報取扱特記事項」を変更しようと

する場合は、事前に高松市と協議し、承認を得なければならない。 

 

［削る］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４～２０ 略 

 

 

 

 

 

なお、市からの個人情報の提供を前提とする業務（指定管理者

が変わる場合に、従前の指定管理者から市が引き継いだ個人情報

を含む）を指定管理者に行わせようとする場合は、次の事項に留

意するものとする。 

(１) 指定管理者との協定（年度協定を含む）に、別に定める

「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない旨の規定を

設ける。 

(２) 指定管理者の募集に当たっては、協定事項として、個人情

報保護に関する規定があること及び「個人情報取扱特記事項」

があることを募集（選定）要項に明記する。 

(３) 指定管理者の募集に当たっては、指定管理業務に従事して

いる者又は従事していた者が、個人情報の漏えい等を行った場

合には、高松市個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場

合があることを募集（選定）要項に明記する。 

(４) 指定管理者に提供する個人情報は、指定管理業務の目的等

の範囲内で、必要最小限とする。 

 

１４～２０ 略 

 

 



 

　 （別紙　１）

　指定管理者制度年間スケジュール

※　４月１日から指定管理者が管理運営を開始する場合の標準的なスケジュールである。

１月

４月

６月まで

７月

８月

１０月

１１月

１２月

設置条例の制定・改正
設置条例を制定・改正し、指定管理に関す

る事項を規定する。利用料金制、施設使用

許可権限の委譲等についても規定する。

指定管理者の募集

プレゼンテーション・審査

指定管理者候補者の決定

募集要項の配布→質問への回答→応募

書類の受付

「仮基本協定」の締結

指定議決・債務負担行為の設定

指定管理者による管理運営

指 定 通 知
指定通知・債務負担行為設定の通知を指

定管理者に発送する。

指定議決をもって、「仮基本協定」は本協

定となる。なお、原則として、指定期間中の

指定管理料について債務負担行為を設定

する。

施設の管理運営の基本的な事項について

「仮基本協定」を締結する。「仮基本協定」

は、指定議案に資料として添付する。

選定委員会の意見をもとに、市長決裁に

おいて指定管理者候補者を決定する。

（重要案件は、事前に政策会議が必要）

応募団体のプレゼンテーション等を経て、

選定委員会において審査を行う。

指定管理者による管理運営開始

　 （別紙　１）

　指定管理者制度年間スケジュール

※　４月１日から指定管理者が管理運営を開始する場合の標準的なスケジュールである。

１月

４月

６月まで

７月

８月

９月

１１月

１２月

設置条例の制定・改正
設置条例を制定・改正し、指定管理に関す

る事項を規定する。利用料金制、施設使用

許可権限の委譲等についても規定する。

指定管理者の募集

プレゼンテーション・審査

指定管理者候補者の決定

募集要項の配布→質問への回答→応募

書類の受付

「仮基本協定」の締結

指定議決・債務負担行為の設定

指定管理者による管理運営

指 定 通 知
指定通知・債務負担行為設定の通知を指

定管理者に発送する。

指定議決をもって、「仮基本協定」は本協

定となる。なお、原則として、指定期間中の

指定管理料について債務負担行為を設定

する。

施設の管理運営の基本的な事項について

「仮基本協定」を締結する。「仮基本協定」

は、指定議案に資料として添付する。

選定委員会の意見をもとに、市長決裁に

おいて指定管理者候補者を決定する。

（重要案件は、事前に政策会議が必要）

応募団体のプレゼンテーション等を経て、

選定委員会において審査を行う。

指定管理者による管理運営開始



 

  

（別紙 ２） 略 

 

（別紙 ２） 略 

 

附 則 

この指針は、令和５年４月１日から施行する。 

 


